
規 則

�愛媛県規則第３８号
知事の職務を代理する副知事の順序を定める規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成３０年７月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

知事の職務を代理する副知事の順序を定める規則の一部を改正する規則

知事の職務を代理する副知事の順序を定める規則（平成２４年愛媛県規則第８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、平成３０年８月１日から施行する。

発 行 愛 媛 県
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改 正 後 改 正 前

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１５２条第１項の規定によ

り、知事の職務を代理する副知事の順序を次のように定める。

第１順位 副知事 神野一仁

第２順位 副知事 原昌史

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１５２条第１項の規定によ

り、知事の職務を代理する副知事の順序を次のように定める。

第１順位 副知事 上甲俊史

第２順位 副知事 原昌史

毎週（火・金）曜日発行 第２９９７号 平成３０年７月３１日

平成３０年７月３１日火曜日 第２９９７号

愛 媛 県 報
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�愛媛県告示第７４２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

平成３０年７月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第７４３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関の名称が、次のように変更された。

平成３０年７月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第７４４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成３０年７月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７４５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した。

平成３０年７月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７４６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（介護予防事業者）を次のように指定した。

平成３０年７月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７４７号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

平成３０年７月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日

アルファ調剤薬局 横河原
店 東温市樋口甲１３７５番地２ 平成３０年７月１日

もより調剤薬局 北伊予店 伊予郡松前町出作５４０番
地１ 平成３０年７月１日

み ど り 薬 局 大洲市東大洲１５６５番地１ 平成３０年７月１５日

レデイ薬局 波止浜店 今治市内堀一丁目１番８
号 平成３０年７月１６日

医療機関の名称 医療機関の所在地 変更年月日

（変更後）
まつもとクリニック

今治市大正町三丁目６番
地１０ 平成３０年６月１日

（変更前）
松本皮膚科医院

医療機関の名称 医療機関の所在地 廃止年月日

金 井 神 経 科 内 科 西条市北条４３７－３ 平成３０年５月３１日

アルファ調剤薬局横河原店 東温市横河原１８０－１ 平成３０年６月３０日

コ コ 北 伊 予 薬 局 伊予郡松前町大字出作５４
０番地１ 平成３０年６月３０日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

是 澤 政 勝 宇和島市高串１番耕地３８９番
地１０ 睦美歯科医院 宇和島市恵美須町二丁目５番

８号 平成３０年５月９日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

是 澤 政 勝 宇和島市高串１番耕地３８９番
地１０ 睦美歯科医院 宇和島市恵美須町二丁目５番

８号 平成３０年５月９日

愛 媛 県 報平成３０年７月３１日 第２９９７号
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�������
�愛媛県告示第７４８号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２の規定により、

次のように保安林の指定を解除する。

平成３０年７月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除に係る保安林の所在場所

西条市丹原町志川乙１２の８８、乙１２の８９、乙１３の４９、乙１３の５０、

寺尾乙８９の２３

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

送電変電施設用地とするため

�������
�愛媛県告示第７４９号
次の保安林の指定施業要件を変更する予定であるから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第３０条

の２第１項の規定により告示する。

平成３０年７月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

西条市小松町南川字大谷乙６１の１、乙６１の４、乙６１の７７、乙６１

の７８、乙６２から乙６７まで、乙６８の１、乙６８の１１

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種を定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び西条

市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第７５０号
次の保安林の指定施業要件を変更する予定であるから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第３０条

の２第１項の規定により告示する。

平成３０年７月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

西条市小松町南川字大谷乙６１の１、乙６１の３から５まで、乙６１

の７６から７９まで、乙６１の８１、乙６１の８２、乙６２から乙６７まで、乙６８

の１、乙６８の１１

２ 保安林として指定された目的

公衆の保健

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種を定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び西条

市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第７５１号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県西条保健所及び

新居浜市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成３０年７月３１日

愛媛県西条保健所長 武 方 誠 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

住友化学株式会社

東京都中央区新川二丁目２７番１号

代表取締役社長 十倉 雅和

２ 事業場の名称及び所在地

住友化学株式会社愛媛工場新居浜地区

新居浜市惣開町５番１号

３ 特定施設に関する事項

硝酸工場 ８Ｎ＿Ｔ－４６３

名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

もより調剤薬局 北伊予店 伊予郡松前町出作５４０番地１ 株式会社もより 薬局（育成医療・
更生医療）

平成３０年
７月１日

アルファ調剤薬局 横河原店 東温市樋口甲１３７５番地２ 株式会社 アルティザン 薬局（育成医療・
更生医療）

平成３０年
７月１日

みどり薬局 大洲市東大洲１５６５番地１ 有限会社 大洲調剤 薬局（育成医療・
更生医療）

平成３０年
７月１５日

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。以下「政令」という。）別表第
１第２４号ニ 廃ガス洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり１，０００立方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手３カ月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

愛 媛 県 報平成３０年７月３１日 第２９９７号

５８３



４ 汚水等の処理施設に関する事項

ＮＢＴ新居浜総合排水処理施設

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

� 西総合排水口

� 東総合排水口

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １．５～２．５

最大 ０．１～３．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １．０

最大 ５０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５０

最大 ２，０００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２０

最大 １００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５０１．６

最大 ８６２．１

通常 ２４．７

最大 ６９．６

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５５７．０

最大 ７１７．６

通常 ２２６．０

最大 ２４０．９

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２６．３

最大 ６８．９

通常 ３．８

最大 １１．５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １７，４２９

最大 ２０，８６４

通常 １７，４２９

最大 ２０，８６４

設 置 年 月 日 昭和４７年５月１２日

処 理 施 設 の 種 類 化学処理、生物処理及び物理処理

処 理 施 設 の 型 式 散気式活性汚泥処理方式

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦１２７メートル 横８５メートル
高さ６．７メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり２４，０００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 中和、凝集沈殿、散気式活性汚泥方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ２．０～４．０

最大 ２．０～４．０

通常 ７．０～８．０

最大 ６．６～８．７

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５２７．５

最大 １，２４２．１

通常 １０９．４

最大 １８４．２

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．６～８．７

最大 ５．５～８．８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １５．６

最大 ３５．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２８．７

最大 ６９．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２２．６

最大 ４５．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．５６

最大 ２．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２５２，９８６

最大 ３３５，４０５

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．６～８．７

最大 ５．５～８．８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ９．３３

最大 ２０．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２１．０

最大 ６０．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６．０

最大 １０．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．５

最大 １．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １７，１７４

最大 ３３，０００

備考 この他に、雨水排水口が３４箇所ある

愛 媛 県 報平成３０年７月３１日 第２９９７号

５８４
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�愛媛県告示第７５２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

丹原町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した旨の

届出があった。

平成３０年７月３１日

愛媛県東予地方局長 � 橋 正 浩

就 任

退 任

�愛媛県告示第７５３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３０年７月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７５４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 曽我部 英 樹 西条市丹原町今井５９番地２

〃 行 本 正 治 西条市丹原町今井５２５番地９

〃 永 井 正 文 西条市丹原町�妙寺２０９番地

〃 石 原 厚 男 西条市丹原町池田８４５番地２

〃 日 野 紘 嗣 西条市丹原町池田１４５３番地４

〃 伊 藤 康 博 西条市丹原町願連寺３３０番地１

〃 青 野 武 西条市丹原町古田甲１４１６番地

〃 十 亀 浩 二 西条市丹原町徳能出作５４番地１

〃 黒 河 克 文 西条市丹原町徳能甲５１３番地

〃 青 野 春 夫 西条市丹原町高知甲６９０番地

〃 黒 光 和 美 西条市丹原町田滝甲４８番地

〃 佐 山 林 壱 西条市丹原町田野上方１６８６番地

〃 佐 伯 修 一 西条市丹原町田野上方７２２番地第４

〃 松 本 浩 二 西条市丹原町長野１５０７番地５

〃 安 倍 勉 西条市丹原町高松甲５９０番地

〃 渡 部 忠 臣 西条市丹原町高松甲５５０番地１

〃 越 智 毅 西条市丹原町川根甲７４９番地

〃 曽 我 照 一 西条市丹原町北田野２０９番地１

〃 黒 川 敏 廣 西条市丹原町北田野１０１９番地６

〃 定 成 啓 一 西条市丹原町石経５６１番地第２

〃 大 亀 義 弘 西条市丹原町来見５９８番地

〃 今 井 啓 一 西条市丹原町関屋甲４２２番地

〃 石 川 清 幸 西条市丹原町湯谷口甲２３３番地

〃 玉 井 敦 志 西条市丹原町明穂乙９７番地１

〃 今 井 義 親 西条市丹原町臼坂丙１２８番地

〃 佐 伯 政 志 西条市丹原町明河乙６０４番地

〃 安 藤 功 西条市丹原町池田７９１番地１

監 事 近 藤 信 利 西条市丹原町高知４５５番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 青 野 衛 西条市丹原町願連寺２４９番地

〃 行 本 正 治 西条市丹原町今井５２５番地９

〃 永 井 正 文 西条市丹原町�妙寺２０９番地

〃 渡 部 桂 西条市丹原町池田１５００番地４

〃 石 原 厚 男 西条市丹原町池田８４５番地２

〃 伊 藤 康 博 西条市丹原町願連寺３３０番地１

〃 青 野 武 西条市丹原町古田甲１４１６番地

〃 越 智 一 馬 西条市丹原町徳能出作２８番地

〃 黒 河 津 一 西条市丹原町徳能甲２７８番地３

〃 青 野 春 夫 西条市丹原町高知甲６９０番地

〃 黒 光 和 美 西条市丹原町田滝甲４８番地

〃 佐 山 等 西条市丹原町田野上方１６８５番地第２

〃 福 田 利 幸 西条市丹原町北田野１５８番地３

〃 佐 伯 峰 義 西条市丹原町田野上方２１２６番地

〃 眞 鍋 治 夫 西条市丹原町高松甲４９２番地１

〃 眞 鍋 洋 西条市丹原町高松甲５４９番地

〃 越 智 毅 西条市丹原町川根甲７４９番地

〃 曽 我 照 一 西条市丹原町北田野２０９番地１

〃 黒 川 敏 廣 西条市丹原町北田野１０１９番地６

〃 松 木 利 二 西条市丹原町石経８２３番地

〃 大 亀 義 弘 西条市丹原町来見５９８番地

〃 今 井 啓 一 西条市丹原町関屋甲４２２番地

〃 渡 部 鶴 男 西条市丹原町志川甲３２３番地４

〃 玉 井 敦 志 西条市丹原町明穂乙９７番地１

〃 今 井 義 親 西条市丹原町臼坂丙１２８番地

〃 佐 伯 明 西条市丹原町鞍瀬甲８８４番地

〃 渡 部 武 志 西条市丹原町徳能甲２５５番地

監 事 近 藤 信 利 西条市丹原町高知４５５番地

〃 井 上 幸 正 西条市丹原町高松１０３４番地２

〃 越 智 實 一 西条市丹原町石経１０９２番地２

〃 安 倍 茂 西条市丹原町高松甲６１２番地２

〃 越 智 許 一 西条市丹原町関屋甲２４５番地１

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 西条�万線
西条市西之川字老野丁１４３番３から

同字丁１４２番１２まで

旧 ４．６～７．７ ０．０９１

新 １０．０～１４．１ ０．０９１

愛 媛 県 報平成３０年７月３１日 第２９９７号

５８５
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�愛媛県告示第７５５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西予市三瓶町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成３０年７月３１日

愛媛県南予地方局長 佐 伯 登志男

就 任

退 任

平成３０年７月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７５６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３０年７月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７５７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３０年７月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 西条�万線
西条市西之川字老野丁１４３番３から

同字丁１４２番１２まで
平成３０年７月３１日

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 堀 内 泰 長 西予市三瓶町蔵貫２４番地

〃 宇都宮 正 司 西予市三瓶町朝立２番耕地２５５番地

〃 菊 池 茂 守 西予市三瓶町朝立１番耕地２３番地

〃 三ツ井 � 己 西予市三瓶町津布理２００番地１

〃 � 田 浩 之 西予市三瓶町安土３８８番地２

〃 井 上 秀 樹 西予市三瓶町和泉甲４５９番地３

〃 西 村 和 明 西予市三瓶町鴫山丙１８１番地

〃 井 上 � 年 西予市三瓶町垣生甲１７５番地１

〃 山 本 壽 朗 西予市三瓶町二及１番耕地３１１番地

〃 松 田 武 治 西予市三瓶町長早３番耕地１１８番地

〃 淺 川 和 雄 西予市三瓶町周木６番耕地４２番地

〃 井 上 富士大 西予市三瓶町有太刀１４１番地

〃 井 上 博 明 西予市三瓶町蔵貫浦７０３番地

〃 堀 内 昭 利 西予市三瓶町蔵貫４４３番地

〃 星 野 万 仁 西予市三瓶町皆江１８８６番地

〃 二 宮 俊 治 西予市三瓶町下泊７１６番地

監 事 松 本 計 夫 西予市三瓶町津布理１５３番地１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 宮 本 光 靖 西予市三瓶町朝立１番耕地１８番地１

〃 宇都宮 正 司 西予市三瓶町朝立２番耕地２５５番地

〃 紀伊野 五 男 西予市三瓶町朝立１番耕地２９６番地

〃 三ツ井 � 己 西予市三瓶町津布理２００番地１

〃 竹 内 信 也 西予市三瓶町安土５１２番地２

〃 井 上 秀 樹 西予市三瓶町和泉甲４５９番地３

〃 西 村 和 明 西予市三瓶町鴫山丙１８１番地

〃 井 上 � 年 西予市三瓶町垣生甲１８２番地

〃 井 上 紋 利 西予市三瓶町二及１番耕地３６４番地

〃 河 野 初 男 西予市三瓶町長早３番耕地３３番地

〃 淺 川 和 雄 西予市三瓶町周木６番耕地４２番地

〃 井 上 富士大 西予市三瓶町有太刀１４１番地

〃 井 上 博 明 西予市三瓶町蔵貫浦７０３番地

〃 堀 内 昭 利 西予市三瓶町蔵貫４４３番地

〃 星 野 万 仁 西予市三瓶町皆江１８８６番地

〃 二 宮 俊 治 西予市三瓶町下泊７１６番地

監 事 朝 井 正 西予市三瓶町朝立１番耕地２０番地５

〃 菅 沼 信 夫 西予市三瓶町垣生丙１４番地３

〃 笹 田 昭 治 西予市三瓶町蔵貫浦６４７番地６

〃 洲 家 卯太麿 西予市三瓶町二及２番耕地５７６番地１

〃 藤 林 清太郎 西予市三瓶町下泊６９６番地

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 網代鳥越線
南宇和郡愛南町油袋１１２番２から

同町油袋１１２番４まで

旧 ４．２～１０．３ ０．０８４

新 １０．３～１５．９ ０．０８４

愛 媛 県 報平成３０年７月３１日 第２９９７号

５８６
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�愛媛県告示第７５８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局八幡浜土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３０年７月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７５９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局八幡浜土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３０年７月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７６０号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

平成３０年７月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 網代鳥越線
南宇和郡愛南町油袋１１２番２から

同町油袋１１２番４まで
平成３０年７月３１日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 鳥井喜木津線
西宇和郡伊方町鳥津乙９８１番５地先から

同町鳥津乙１１５３番１地先まで

旧 ３．３～７．３ ０．１９０

新 ６．１～１６．１ ０．１９０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 鳥井喜木津線
西宇和郡伊方町鳥津乙９８１番５地先から

同町鳥津乙１１５３番１地先まで
平成３０年７月３１日

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

心 臓 機 能 障 害 循環器内科 国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 山 口 修 東温市志津川 平成

３０年７月１日

平衡・音声・言語・そしゃく機
能障害 耳鼻咽喉科 国立大学法人愛媛大

学医学部附属病院 宮 地 祥 多 東温市志津川 平成
３０年７月１日

平衡・音声・言語・そしゃく機
能障害 耳鼻咽喉科 国立大学法人愛媛大

学医学部附属病院 細 川 裕 貴 東温市志津川 平成
３０年７月１日

平衡・音声・言語・そしゃく機
能障害 耳鼻咽喉科 国立大学法人愛媛大

学医学部附属病院 入 舩 悠 樹 東温市志津川 平成
３０年７月１日

肢体不自由、平衡機能障害 神 経 内 科
独立行政法人国立病
院機構愛媛医療セン
ター

尾 原 麻 耶 東温市横河原３６６番地 平成
３０年７月１日

肢体不自由、音声・言語・そし
ゃく・呼吸器機能障害 内 科

医療法人青峰会真網
代くじらリハビリテ
ーション病院

古 川 實 八幡浜市真網代甲２２９番地５ 平成
３０年７月１日

肢体不自由、心臓・じん臓・ぼ
うこう又は直腸・小腸・ヒト免
疫不全ウイルスによる免疫・肝
臓機能障害

内科、消化器
内科 まつもとクリニック 松 本 尚 之 今治市大正町三丁目６番地１０ 平成

３０年７月１日

じ ん 臓 機 能 障 害 外 科 公立学校共済組合四
国中央病院 石 川 正 志 四国中央市川之江町２２３３番地 平成

３０年７月１日

じ ん 臓 機 能 障 害 外 科 公立学校共済組合四
国中央病院 宮 内 隆 行 四国中央市川之江町２２３３番地 平成

３０年７月１日
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訓 令

人事委員会規則

�愛媛県告示第７６１号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により指定した医師が、次のように所在地を変更した。

平成３０年７月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７６２号
身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第３条第２項の規定により、次のように指定医師の辞退の届出があった。

平成３０年７月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県訓令第２２号
庁 中 一 般

副知事の担任事務に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成３０年７月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

副知事の担任事務に関する規程の一部を改正する訓令

副知事の担任事務に関する規程（平成２４年愛媛県訓令第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この訓令は、平成３０年８月１日から施行する。

�愛媛県人事委員会規則７－１２０６
教育職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成３０年７月３１日

じ ん 臓 機 能 障 害 外 科 公立学校共済組合四
国中央病院 松 山 和 男 四国中央市川之江町２２３３番地 平成

３０年７月１日

じん臓・ぼうこう又は直腸・小
腸機能障害 外 科 公立学校共済組合四

国中央病院 田 代 善 彦 四国中央市川之江町２２３３番地 平成
３０年７月１日

医 師 氏 名
旧 所 在 地 新 所 在 地

変 更
年月日病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地 病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地

水 本 真奈美 愛 媛 県 立 今 治 病 院 今治市石井町４丁目５－５ 愛媛県立子ども療育センター 東温市田窪２１３５ 平成３０年
６月１日

診断した身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 届出年月日

ぼうこう又は直腸・小腸・肝臓
機能障害 外 科 国立大学法人愛媛大

学医学部附属病院 渡 邊 常 太 東温市志津川 平成
３０年６月５日

心 臓 機 能 障 害 循 環 器 科 国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 井 村 真 里 東温市志津川 平成

３０年６月１５日

改 正 後 改 正 前

１ 副知事の担任事務は、次のとおりとする。

� 省略

� 副知事 神野一仁

ア・イ 省略

� 省略

２ 省略

１ 副知事の担任事務は、次のとおりとする。

� 省略

� 副知事 上甲俊史

ア・イ 省略

� 省略

２ 省略
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愛媛県人事委員会委員長 宇都宮 嘉 忠

教育職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則の一部を改正する規則

教育職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－６２）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、平成３０年８月１日から施行する。

改 正 後 改 正 前

（教員特殊業務手当）

第５条 条例第６条の３第１項に定める手当の額は、業務に従事し

た日１日につき、次に掲げる額とする。

�～� 省略

� 条例第６条の２第４号に規定する業務の場合は、次の区分に

よる額

ア 正規の勤務時間外に業務に従事した時間が引き続き４時間

以上のときは、３，６００円

イ 正規の勤務時間外に業務に従事した時間が引き続き２時間

以上４時間未満のときは、１，８００円

� 省略

２ 省略

（教員特殊業務手当）

第５条 条例第６条の３第１項に定める手当の額は、業務に従事し

た日１日につき、次に掲げる額とする。

�～� 省略

� 条例第６条の２第４号に規定する業務の場合は、３，６００円

� 省略

２ 省略

平成３０年７月３１日 発行
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